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クラブ

1 火

2 水

3 木

4 金

5 土 茶道・陸上

6 日

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

12 土
バレー男子・バスケ・
ペタンク

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土 バレー女子・茶道

20 日

21 月 読書･バレー女子

22 火

23 水
バレー男子･サッ
カー･和太鼓

24 木

25 金

26 土 少林寺

27 日 バレー男子

28 月

29 火

30 水
バレー男子･サッ
カー･和太鼓

31 木

青き踏み 小さき靴の 音軽く

5月行事予定 憲法月間 京都市立音羽小学校

憲法記念日

児童･職員関係 保健行事

図書の貸出開始 図書ボランティア開始
家庭訪問４日目

視力検査さくら

みどりの日

教員研修のため 午後授業なし 視力検査１年

こどもの日

学活（人権） 育成仲良し会
なかまの日 委員会２

銀行振替日

給食試食会

遠足下見（５年以外） 視力検査２年

チャレンジ

学活（図書室の使い方）
ハートタイム２年 たてわり顔合わせ

安全の日
交通安全教室（２時間目１・２年，３時間目３・４年）

視力検査３年

１年生を迎える会（３Ｈ）
英語２ チャレンジ

視力検査４年

遠足（５年以外） 英語３

視力検査５年

学活（さくらの友だち） 音羽タイム（さくら）
クラブ１

視力検査６年

英語４
内科検診３・６年
１：３０

演劇鑑賞（３・４校時１０：４５～）
３年１組以外は４時間授業

検尿（全学年）
ぎょう虫検査（１～３年）

心電図１年該当者(10:00～11:00)
チャレンジ

午後金曜校時
検尿（全学年）
ぎょう虫検査（１～３年）

日曜参観

代休

遠足予備日（５年以外）

６月の主な行事
４日（月）プール清掃 ５日（火）育成学級科学センター学習
６日（水）～８日（金）低水位プール ６日（水）プール交流

１１日（月）プール学習開始 １２日（火）４年社会見学（北部クリーンセンター）

学活（ゴミゼロ） 英語５ 読み聞かせ４年
内科検診（１・４年）
１：３０～

選書会（２Ｈ～５Ｈ）
教員研修のため ３年生以上 午後授業なし

昭和14年，音羽小学校の創立記念として植樹されたソメイヨ
シノが北門のそばに立っています。両手を広げるかのような二枝
が，伸びやかに大空を目指しています。体育館横の小さな広場に
は，創立当時からあったといわれる榎（エノキ）が学校を守るかの
ように堂々とした樹形を見せています。どちらの樹木も京都市立
学校銘木百選に選定された宝物。いま，若葉をぐんぐんと茂らせ
ています。一日ごとにその緑が鮮やかになり，5月のさわやかな風
に吹かれながら，軽やかな葉音をたてています。

子どもたち一人ひとりは「人間の若葉」。木々がお日様に見守ら
れているように，家庭や地域社会，大人の温かいまなざしのもと，
子どもたち一人ひとりが，その能力を発揮し，個性豊かに，たくま
しく生きていくように，育んでいかなければなりません。

学校教育目標

憲法月間によせて

子どもたち一人ひとりは「たからもの」

新６年生を先頭に,新しく入学してきた１年生も一緒に,子どもたちがみん
なで集団登校してきます。みんな並んで，車に気をつけて歩いています。
そんな子どもたちを，見守り隊の方々，地域の方々，ＰＴＡの方々，たく

さんの方々が，見守ってくださっています。子どもたちからは，感謝の気
持ちもこめて，あいさつの声が聞こえてきます。元気がなかったり，朝起
きられなかったときは，そんなあいさつの声も，出にくくなったり，小さ
くなったりします。登校時の「おはようございます。」，下校時の「ただ
いま。」のあいさつを，しっかりとしてほしいものです。
また，安全を見守っていただいている方々に，私たち大人も，常に感謝の

気持ちを大切にしたいと感じています。

５年生は，２泊３日のみさきの
家野外活動に行きます。山や海の
自然に触れて元気いっぱい活動し
てきます。

Eメールアドレス otowa－ｓ＠edu.city.kyoto.jp
ホームページ http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/otowa-s/

また，ご案内
を差し上げま
すが，ご予定
ください。
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音羽小学校では，目指す子ども像の一つに「人も物も大切にする
子ども」の育成をあげています。
一人ひとりがかけがえのない命を持っています。人として大切にさ
れ，認められ，自らの可能性や願いがかなえられ，幸せに暮らした
いと願っています。これらの願いは憲法で認められている“基本的人
権”そのものです。これらの願いをかなえるためには，自分だけでは
なく，自分以外の他者の願い“基本的人権”を守らなければなりませ
ん。それは個人の責務であり，そうすることによって，自分自身の願
いもかなえられ，誰もが大切にされる社会が築かれていくと考えてい
ます。

今月，5月は憲法月間です。メディアでも，憲法について，人権につ
いて取り上げられることでしょう。機会をとらえて，子どもたちと語り
合ってみてください。「自分も人も大切にすること」「いじめのこと」「自
分らしく生きること」「思いやりのある言葉」などについて語りかけてく
ださい。
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